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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の 

会計監査人の候補者名簿作成について 

 

 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）は、独立行政法人通

則法に基づき、会計監査人の監査の対象となります。会計監査人の選任は厚生労働大臣が行いま

すが、国立研究開発法人から候補者名簿を厚生労働大臣あて提出することとされています。 

ついては、令和４年度から令和１０年度の事業年度の会計監査人候補者名簿を作成するにあた

り、会計監査人に就任する希望をお持ちの監査法人又は公認会計士（独立行政法人通則法第４１

条第２項及び第３項に該当する者を除く）から別紙要領に基づく企画書を募集しますので、令和

４年 ７月１１日（月）までに１１部ご提出下さい。 

なお、候補者の選定は複数年ですが、毎年度厚生労働大臣の選任を受けることから契約は単年

度契約になります。ただし、選定された者が行政処分を受けた場合や、社会情勢の変化等により

適切な監査業務の遂行が困難であると認められた場合には選定の見直しの対象となります。 

 

研究所では、会計監査人の候補者名簿の作成を、以下の手順で行います。 

 

 １．提出された企画書の選定委員会による審査（企画競争方式） 

 ２．応募者への審査結果通知 

 

 

                     提出・問い合わせ先 

                      国立研究開発法人 

                       医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課 

                                   （担当：藤田） 

                          電 話：０７２－６４１－９８２４ 

                          ＦＡＸ：０７２－６４１－９８１２ 

 

  



企画書作成要領 

 

１．企画書の記載事項（令和４年度～令和１０年度の事業年度に亘る期間の企画書とすること） 

監査の具体的実施体制、実施要領等 

監査日数、期間 

計画（具体的実施方法） 

監査を行う者の組織編成、人数、監査実務経歴等 

監査のサポート体制 

 

２．添付書類 

○監査法人の場合、法人の概要を記載した書面（沿革、代表者名、本店所在地、出資金、過去

３年間の財務諸表等）及び定款、個人の場合、法人の概要に準ずる書面 

○事業を実施する事務所が従たる事務所である場合には、当該事務所の人員構成、業務内容 

○監査実績＜非公表＞ 

 独立行政法人（任意監査も含む） 

 特殊法人（任意監査も含む） 

 民間会社（主な会社２０社名と総数） 

○監査の品質管理体制 

   審査体制 

   監査・業務管理マニュアルの整備・運用状況 

   監査業務用ソフトウェアの利用実績 

   内部統制システムに対する監査の体制 

   データ監査の実施体制 

○過去５年間における監査上の訴訟案件での敗訴及び和解に関する書面 

○過去５年間における公認会計士法に基づく懲戒処分、その他法令に基づく処分及び主務官

庁からの行政指導等に関する書面 

○日本公認会計士協会が定める監査の品質管理に関する指針に即した品質管理を行っている

ことを証する書面 

○監査報酬見積費用 

監査報酬見積費用の総額を算出し、各事業年度毎の内訳を記載 

    （執務予定日数（各事業年度毎に概ね１４０日間を見込む）、見積りの考え方、監査日     

程等に大幅な変更が生じた時の費用変更方法等） 

 

 

 

 



○その他参考事項 

  今回の選定は、令和４年度から平成１０年度までの複数年に係る候補者選定となりま   

すが、毎年度厚生労働大臣の選任を受けることから、契約は単年度契約になります。 

 令和５年度以降については、候補者より監査計画書をご提出いただき、本法人におい   

てその内容を評価・検証したうえで適切であると認められた場合に限り、引き続き厚生労   

働大臣の選任を求めることといたします。 

   なお、選定された者が行政処分を受けた場合や、社会情勢の変化等により適切な監査業   

務を遂行することが困難であると認められる場合には、選定の見直しの対象となります。 

 

 

  



                                     （参考） 

 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の概要について 

 

 １．目的 

   国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所は、医薬品等の開発に資する基盤的研究、  

生物資源の研究等を行うとともに、医薬品技術等の研究開発を振興することにより、医  

薬品技術等の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関  

する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究並びに国  

民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向  

上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資する。。 

 

 ２．業務内容 

   上記の目的を達成するため、次のような業務を行っています。 

    ①基盤的研究に関する業務 

    ②生物資源に係る研究及び創薬支援 

    ③医薬品等の開発振興 

    ④国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究 

⑤国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究 

    ⑥食品についての栄養生理学上の試験  

 

 ３．医薬基盤・健康・栄養研究所に所属する施設名及び所在地について 

   医薬基盤研究所             大阪府茨木市彩都あさぎ 7-6-8 

国立健康・栄養研究所                  東京都新宿区戸山 1-23-1 

 ※令和４年度後半に大阪府摂津市千里丘新町３－１７へ移転予定。 

   霊長類医科学研究センター               茨城県つくば市八幡台 1-1 

   薬用植物資源研究センター北海道研究部  北海道名寄市字大橋 108-4 

                              筑波研究部     茨城県つくば市八幡台 1-2 

               種子島研究部   鹿児島県熊毛郡中種子町野間松原 17007-2 

 


